
（平成２４年１０月２４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東京地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件



東京国民年金 事案13510 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年 10 月から 52 年３月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年５月から52年３月まで 

    私の母は、私が 20歳（昭和 47年＊月）を過ぎてから私の国民年金の加入手続

を行い、私が 52 年４月に短期大学に入学するまでの国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 49 年 10 月から 52 年３月までの期間については、申立

人の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加入被保険者の加入時期から、同

年１月頃に払い出されたと推認でき、同時点で 49 年 10 月から 51 年３月までの

国民年金保険料は過年度納付が、同年４月から 52 年３月までの保険料は現年度

納付がそれぞれ可能である。 

また、申立人が居住していた区は、「昭和 52 年１月頃に区役所で国民年金の

加入手続を行った者に対して、51 年度１期から４期までの納付書を交付してい

た。」及び「窓口の担当職員は、保険料の納付は２年が時効であることを承知し

ていたので、加入手続を行った者に対し過年度納付書を発行するかどうかを確認

し、希望する場合は手書きの過年度納付書を交付していたと思う。｣と説明して

いる。 

さらに、申立期間の保険料を納付していたとする母親は、国民年金制度発足当

初に国民年金に任意加入し、昭和 36年４月から60歳に到達するまでの保険料を

完納していることから、年金制度を理解し、納付意識が高かったと認められる。 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 47年５月から49年９月までの期間については、

申立人の手帳記号番号が払い出されたと推認できる時点（52 年１月頃）で、当

該期間の保険料は時効により納付することができない。 

  



  

また、申立人は、母親が申立人の 20歳（昭和47年＊月）過ぎに国民年金の加

入手続を行ってくれたと説明しているが、オンラインシステムによる調査の結果、

当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

は見当たらない。 

さらに、申立人の保険料を納付してくれていたとする母親から当時の事情を聴

取することができない上、申立人は保険料の納付に関与していないことから、当

該期間の納付状況は不明である。 

このほか、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和

49 年 10 月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



東京国民年金 事案13511 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年１月から同年 12 月までの期間及び 56 年

１月から57年12月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年10月から52年３月まで 

② 昭和55年４月から58年３月まで 

私は、国民年金保険料を納付したかどうかよく覚えていないが、当時経理を

依頼していた税理士が作成した確定申告書に保険料の記載があるので納付したと

思う。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は昭和 49年から52年までの確定申告書（控）

を提出し、それぞれに記載されている国民年金の支払保険料額は自分の納付額で

あると説明しているところ、49 年の支払保険料額は、当該期間の国民年金保険

料を納付した場合の保険料額と一致していることから、申立人が保険料を納付し

たものと認められる。 

しかし、申立期間①のうち昭和 48 年については確定申告書の提出が無く、52

年４月から同年 12 月までの期間は保険料の免除申請を行っている上、50 年から

52 年までの確定申告書（控）に記載されている国民年金の支払保険料額は 49 年

と同額が記載されており、当該期間の国民年金保険料を納付した場合の保険料額

とは一致しない。 

また、申立人が確定申告書の作成を任せていた税理士から当時の事情を聴取す

ることができない上、申立人の当時の記憶は明確ではなく、金額の内訳は不明で

ある。 

２ 申立期間②については、申立人は昭和 55年から57年までの確定申告書（控）

を提出し、それぞれに記載されている国民年金の支払保険料額は自分の納付額で

あると説明しているところ、56 年及び 57 年の支払保険料額は、当該期間の国民

  



  

年金保険料を納付した場合の保険料額と一致していることから、申立人が保険料

を納付したものと認められる。 

しかし、昭和 55 年１月から同年３月までの期間及び 58 年４月から同年 12 月

までの期間はいずれも免除申請期間となっているが、それぞれ１年分の保険料合

計額を記載しているところ、申立人が確定申告書の作成を任せていた税理士から

当時の事情を聴取することができない上、申立人の当時の記憶は明確ではなく、

金額の内訳は不明である。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和

49 年１月から同年 12 月までの期間及び 56 年１月から 57 年 12 月までの期間の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23806 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を 56万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年５月１日から９年６月10日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低いので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

56 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成９年６月 10 日）より後の平成９年６月 24 日付けで、８年５月に遡って 24 万円

に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本では、申立人は取締役であったことが確認で

きるが、他の複数の取締役等は、申立人は工務担当であり、社会保険の届出事務に関与

していなかった旨供述していることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正処理

に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった後に、申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由

は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 56 万円に訂正することが必

要である。 



  

東京厚生年金 事案23807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 56 万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 50 万円とされているが、申立人は、申立

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録を、平成18年８月から20年３月ま

では56万円、同年４月から同年８月までは 53万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年８月１日から20年９月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月額が給与

に見合う標準報酬月額より低く記録されていることが分かった。同社は事後訂正の届

出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社から提出された平成 18 年、

19 年及び 20 年に係る所得税源泉徴収簿兼賃金台帳において確認できる報酬月額及び保

険料控除額、平成 18 年８月から 20 年３月までは 56 万円、同年４月から同年８月まで



  

は53万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立てに係る報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、また、当該標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案23808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記

録を、平成 11年 10月から 12年９月までは 59万円、同年 10月から 14年 10月までは

62万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年10月１日から14年11月30日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額より低くなっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、平成 11

年 10月から 12年９月までは 59万円、同年 10月から 14年 10月までは 62万円と記録

されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年11月30日（以

下「全喪日」という。）より後の 15年１月10日付けで、遡及して減額訂正された結果、

11 年 10 月から 12 年９月までは９万 2,000 円、同年 10 月から 14 年 10 月までは９万

8,000円とされていることが確認できる。 

また、オンライン記録により、Ａ社において、申立人のほかに 11 人の標準報酬月額

について、申立人と同様に、同社の全喪日より後に減額訂正処理が行われていることが

確認できる。 

さらに、Ａ社から提出された滞納処分票及び債権差押調書（謄本）の写しにより、同

社は申立期間当時に社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

加えて、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本により、申立人は、平成11年９月18日に

同社の取締役に就任し、15 年７月 16 日に辞任していることが確認できるところ、申立

期間当時に同社管理部において社会保険手続を担当していた元従業員は、「申立人は、

同社において海外事業部を担当していたが、申立人の前任である債権者への対応を任さ

れていた元管理部担当取締役が退職したことから、申立人は海外事業部と管理部を兼務

し、債権者への対応を任されることとなった。申立人は、専ら債権者への対応に従事し

  



  

ており、標準報酬月額の減額訂正について独自に判断する権限は無く、社会保険に係る

重要事項については代表取締役の決裁を受けていた。」と回答している上、同社の代表

取締役も、申立人には当該減額訂正について独自に判断する権限は無かったと供述して

いることから、申立人は当該減額訂正及び社会保険手続について権限を有していなかっ

たものと推認できる。また、当該代表取締役は、申立期間当時に社会保険事務所を訪問

した際、保険料の免除に係る何らかの書類に押印したと供述しており、当該標準報酬月

額の減額訂正処理についての最終判断は当該代表取締役が行ったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、平成 15年１月10日付けで行われた申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所

において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を遡及して減額訂正する合理的な理由

は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、11 年 10 月から 12 年９月

までは 59万円、同年 10月から 14年 10月までは 62万円に訂正することが必要である。 



  

東京厚生年金 事案23809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年５月１日から９年６月10日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低いので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

50 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成９年６月 10 日）より後の平成９年６月 24 日付けで、８年５月に遡って 20 万円

に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本では、申立人は取締役であったことが確認で

きるが、他の複数の取締役等は、申立人は工務担当であり、社会保険の届出事務に関与

していなかった旨供述していることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正処理

に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった後に、申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由

は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 50 万円に訂正することが必

要である。 



  

東京厚生年金 事案23811 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成５年１月１日から７年３月 17 日までの期間及び同年８月１日

から同年 12 月１日までの期間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た

標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該

期間に係る標準報酬月額を、５年１月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７

年２月までは 59 万円、同年８月から同年 11 月までは 32 万円に訂正することが必要で

ある。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成７年 12月１日から８年６月25日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年１月１日から７年３月17日まで 

② 平成７年８月１日から８年６月25日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額について、

減額された記憶は無く、申立期間②について、９万 2,000 円の標準報酬等級は考え

られないので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月

額は、当初、平成５年１月から６年 10月までは53万円、同年11月及び同年12月は

59万円と記録されていたところ、７年１月 31日付けで、遡って５年１月から６年10

月までは８万円、同年 11月及び同年12月は９万2,000円に減額訂正されている上、

同日付けで申立人と同様に減額訂正されている従業員は、事業主及び申立人を含め３

人いることが確認できる。 



このことについて、元事業主は、申立期間①当時に保険料の滞納があり、滞納を解

消するために遡って減額訂正に係る手続を行った旨供述している。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本では、申立人は当該期間に取締役であるこ

とが確認できるが、元事業主及び取締役であった同僚は、申立人は営業的な仕事を含

め、工事の受注から現場管理までの業務を行っており、社会保険の届出事務に権限を

有していなかった旨供述していることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正

処理に関与していなかったと判断される。 

これらを総合的に判断すると、上記標準報酬月額の減額訂正処理は事実に即したも

のとは考え難く、社会保険事務所において、当該減額訂正を遡って行う合理的な理由

は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、当該遡及訂正処理の結

果として記録されている申立人の平成５年１月から７年２月までの標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た、５年１月から６年10月までは53万円、同

年11月から７年２月までは 59万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間②のうち、平成７年８月から同年 11 月までの期間について、オンライン

記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、32 万円と記録されて

いたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成９年３月 21

日）の後の９年３月 24 日付けで、遡って７年８月の随時改定が取り消され、同年８

月及び同年９月は９万 8,000円、同年10月及び同年11月は９万2,000円に減額訂正

されていることが確認できる上、同日付けで申立人と同様に減額訂正されている従業

員は、事業主及び申立人を含め５人いることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本では、申立人は、当該期間に取締役である

ことが確認できるが、事業主は、申立人は営業的な仕事を含め、工事の受注から現場

管理までの業務を行っており、社会保険の届出事務に権限を有していなかった旨供述

していることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していなかっ

たと判断される。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

ではなくなった後に、上記標準報酬月額の減額訂正処理を遡って行う合理的な理由は

無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の当該期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 32 万円に訂正することが

必要である。 

３ 申立期間②のうち、平成７年 12 月から８年５月までの期間について、オンライン

記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、７年 12 月の随時改定により

９万2,000円と記録されているが、当該処理について、社会保険事務所における不合

理な事実は認められない。 

また、事業主から提出された申立人に係る「平成８年分の所得税の確定申告書」に

記載されている社会保険料控除額と、平成７年 12 月の随時改定の直前の標準報酬月

額 32 万円に基づき算出した８年１月から同年５月までの社会保険料額を含む同年の

年間社会保険料の試算額を比較したところ、金額が一致していることが確認できる。 

  



  

さらに、平成７年 12 月の随時改定が８年６月に行われていることを踏まえて判断

すると、７年 12月以降についても、事業主は、標準報酬月額32万円に基づく厚生年

金保険料を申立人から控除していたことが推認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、平成７年 12

月から８年５月までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記確定申告書に記載されている社会

保険料控除額から判断して、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

 



東京厚生年金 事案23812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和 35 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年４月30日から同年５月１日まで 

 Ａ社Ｃ駐在として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間にＢ社の組織改正があったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された人事記録（異動歴情報）から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 35 年５月１日にＡ社からＢ社Ｃ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 35 年３月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したと思われるとしているが、事業主が資格喪失日を昭和 35 年５

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年４月 30 日と誤って記

録することは考え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



  

東京厚生年金 事案23813 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ製作所（現在は、Ｃ社）における資格喪失日に係

る記録を昭和 45年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を10万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年３月16日から同年４月１日まで 

    Ａ社Ｂ製作所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に同社同製作所から同社Ｄ製作所への異動はあったが、継続して勤務してい

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＣ社から提出された人事記録によると、申立人は、Ａ社に継

続して勤務し（昭和 45 年４月１日にＡ社Ｂ製作所から同社Ｄ製作所に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ製作所における昭和 45

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社

は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



  

東京厚生年金 事案23814 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 44 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年９月１日から８年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給

与額に比べ低くなっている。申立期間の前後で給与額は変わらなかったので、正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額について、当初、平成

７年９月から８年７月までは 44 万円と記録されていたところ、同年８月７日付けで、

同年４月に遡って 20 万円に減額訂正されている上、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった同年 10 月 31 日（以下「全喪日」という。）より後の同年 11 月１日付け

で、申立期間について遡って９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人と同様に、平成８年８月７日付けで、同年４月に遡って標準報酬月額が

約半額に減額訂正されている者は 22 人（申立人を含む。）いることが確認できる上、

申立人と同日（平成８年 10 月 31 日）に被保険者資格を喪失している 21 人（申立人を

含む。）のうち 19人が、申立人と同様に、全喪日より後の同年11月１日付けで、７年

９月に遡って標準報酬月額を９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の代表取締役は、「申立期間当時、経営不振で給料の遅配もあり資金繰り

に苦労していた。社会保険事務所の人が来て経理担当者と話をしていたので自分は分か

らないが、多分社会保険料の滞納があったのではないかと思われる。」旨回答している

ことから、同社は、社会保険料の滞納があったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立期間に係る標準報酬月

額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められな

いことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た44万円に訂正することが必要である。 



  

東京厚生年金 事案23815 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 34 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年９月１日から８年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給

与額に比べ低くなっている。申立期間の前後で給与額は変わらなかったので、正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額について、当初、平成

７年９月から８年７月までは 34 万円と記録されていたところ、同年８月７日付けで、

同年４月に遡って 15 万円に減額訂正されている上、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった同年 10 月 31 日（以下「全喪日」という。）より後の同年 11 月１日付け

で、申立期間について遡って９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人と同様に、平成８年８月７日付けで、同年４月に遡って標準報酬月額が

約半額に減額訂正されている者は 22 人（申立人を含む。）いることが確認できる上、

申立人と同日（平成８年 10 月 31 日）に被保険者資格を喪失している 21 人（申立人を

含む。）のうち 19人が、申立人と同様に、全喪日より後の同年11月１日付けで、７年

９月に遡って標準報酬月額を９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の代表取締役は、「申立期間当時、経営不振で給料の遅配もあり資金繰り

に苦労していた。社会保険事務所の人が来て経理担当者と話をしていたので自分は分か

らないが、多分社会保険料の滞納があったのではないかと思われる。」旨回答している

ことから、同社は、社会保険料の滞納があったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立期間に係る標準報酬月

額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められな

いことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た34万円に訂正することが必要である。 



  

東京厚生年金 事案23819 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和43年４月 12日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年１月８日から同年４月12日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る従業員台帳、雇用保険の加入記録及びＢ健康保険組

合の被保険者記録から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 43 年４月 12

日に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭和 42 年

12月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届における資格喪失日を

誤って昭和 43 年１月８日と届け出たことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23820 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和43年４月 12日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年１月８日から同年４月12日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社における申立期間の給与明細書、Ｂ社から提出された申立

人に係る人事発令記録及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人がＡ社に継続し

て勤務し（昭和 43年４月 12日に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書において確認できる保険

料控除額から、６万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届における資格喪失日を

誤って昭和 43 年１月８日と届け出たことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案23823 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を３万4,000円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年４月24日 

Ａ事務所（現在は、Ｂ事務所）に勤務していた申立期間における賞与から厚生年金

保険料が控除されていたが、標準賞与額の記録が無い。厚生年金保険料の控除が確認

できる賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額について申し立てているが、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることか

ら、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、申立人から提出された賞与明細

書において確認できる保険料控除額から、３万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、上記賞与明細

書において申立人に係る賞与支給額及び保険料控除額が確認できるところ、全ての従業

員について、オンライン記録に申立期間の標準賞与額に係る記録が無いことから、事業

主は、当該賞与明細書において確認できる保険料控除額に見合う賞与額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 



  

東京厚生年金 事案23824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 50 年７月１日、資

格喪失日は54年６月 21日であると認められることから、申立期間の資格取得日及び資

格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年７月から 51 年９月までは 11

万 8,000円、同年 10月から 53年９月までは 13万 4,000円、同年 10月から 54年５月

までは14万2,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年７月１日から54年６月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に「Ｂ」の氏名で

勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に「Ｂ」の氏名で勤務していたと述べているところ、同社に係る事業

所別被保険者名簿によると、「Ｂ」の氏名で、昭和 50 年７月１日に厚生年金保険被保

険者の資格を取得し、54 年６月 21 日に資格を喪失した記録が確認でき、当該記録は基

礎年金番号に未統合であり、また、当該記録の生年月日は申立人と一致している。 

一方、申立期間当時にＡ社において、厚生年金保険の被保険者となっている同僚２名

に照会したところ、１名は「自分が申立人を面接した。そのときに「Ｂ」という名前を

使用していると言っていたのを覚えている。」と述べており、また、１名は「申立人と

一緒に海外旅行に行ったことがある。そのときにパスポートを見せてもらったので、申

立人と「Ｂ」が同一人物なのは間違いない。」と述べている。 

これらを総合的に判断すると、上記被保険者名簿における「Ｂ」の記録は、申立人の

基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録であると判断できることから、申立

人のＡ社における資格取得日は昭和 50 年７月１日、資格喪失日は 54 年６月 21 日であ

ると認められる｡ 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿における未統合の記録

から、昭和 50年７月から 51年９月までは 11万 8,000円、同年 10月から 53年９月ま

では13万4,000円、同年 10月から54年５月までは14万2,000円とすることが妥当で

ある。 



  

東京国民年金 事案13512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年３月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和47年３月から50年12月まで 

私は、会社を退職後の昭和 47 年４月頃に当時居住していた区の区役所で国民

年金の加入手続を行い、送付されてきた納付書により郵便局で国民年金保険料を

納付していたので、申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された年金手帳に記載されている国民年金手帳記号番号は、その

前後の任意加入被保険者の加入時期から、昭和 53 年２月頃に払い出されたと推認

でき、同時点で申立期間の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

また、申立人は、昭和 47 年４月頃に国民年金の加入手続を行ったと説明してい

るが、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる調

査の結果、同時期に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

さらに、オンライン記録により、申立人は、手帳記号番号が払い出されたと推認

できる時点（昭和 53 年２月頃）で納付が可能な申立期間直後の 51 年１月から 52

年３月までの保険料を過年度納付していることが確認できるが、申立人はこのこと

を記憶していない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13513（事案3687の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から 55 年 12 月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年４月から55年12月まで 

    結婚してからの国民年金保険料は、夫が夫婦二人分を納付してきた。今回、夫

が未納となっている期間の申立てを行うので、前回認められなかった期間につい

て申立てを行う。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

前回の申立てにおいては、ⅰ）昭和 56 年１月から 58 年 12 月までの期間は、所

得税源泉徴収簿（控）の「社会保険料控除」欄に社会保険料の納付額が記載されて

おり、その金額は、当該期間の国民年金保険料を納付した場合の保険料額と一致し

ていること、ⅱ）47 年４月から 55 年 12 月までの期間は、申立人は、当該期間の

保険料の納付等に関与しておらず、当該期間の保険料を納付していたとする夫は、

保険料の納付方法等の記憶が明確ではないなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないことなどから、56 年１月か

ら 58年 12月までの期間について、既に当委員会の決定に基づき平成 21年３月 18

日付けで年金記録の訂正は必要であるとする通知が行われている。 

今回、申立人は、前回の申立てにおいて納付記録の訂正が必要でないとされた期

間について再申立てを行っているが、新たな資料の提出等は無く、その他に委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申立期

間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



東京国民年金 事案13514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月から４年２月までの期間、10 年７月、同年８月及び同年

12 月から 12 年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年４月から４年２月まで 

             ② 平成 10年７月及び同年８月 

             ③ 平成 10年12月から12年７月まで 

私は、具体的なことは覚えていないが、年金手帳に国民年金の被保険者となっ

た日が記載されているとおり、20 歳になった平成３年＊月に国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付したと思う。また、８年 10 月に会社を退職し

て１、２か月後に再就職した会社が厚生年金保険の適用事業所ではなかったこと

から、国民年金に再加入し、毎月又は数か月分をまとめて納付した。申立期間の

保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加

入被保険者の加入時期から平成８年 12 月頃に払い出されたと推認でき、同時点

で、当該申立期間の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

また、申立人は、平成３年＊月に国民年金の加入手続を行ったと思うと説明し

ているが、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムに

よる調査の結果、同時期に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、オンライン記録により、当該申立期間直前の平成 10

年４月から同年６月までの保険料は同年８月に、当該申立期間直後の同年９月か

ら 11 月までの保険料はそれぞれ納付期限月に納付していることが確認できるが、

当該申立期間の保険料は未納となっている。 

また、当該申立期間は、オンラインシステムが導入された後の期間であり、電

  



  

算による納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、

事務処理の機械化が図られている上、平成９年１月からは基礎年金番号制度が導

入されており、記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は低いと考えられる。 

３ 申立期間③については、申立人が当時居住していた市の独自オンラインシステ

ムにより、申立人は平成 10年12月１日に転入を理由として国民年金被保険者資

格を取得していることが確認できるが、当該申立期間は未納の記録となっており、

同一市において、20 か月にわたって、納付記録を誤って事務処理していたとは

考え難い。 

また、オンライン記録により、当該申立期間直前の平成 10 年９月から同年 11

月までの保険料はそれぞれの納付期限月に納付されていることが確認できるが、

当該申立期間の保険料は未納となっている。 

さらに、当該申立期間は、オンラインシステムが導入された後の期間であり、

電算による納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力

等、事務処理の機械化が図られている上、平成９年１月からは基礎年金番号制度

が導入されており、記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は低いと考えられる。 

４ このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 



東京厚生年金 事案23810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和63年９月24日から平成２年８月31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には代表取締役とし

て申立期間も継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の所在地を管轄する公共職業安定所から提出された同社に係る「事業所台帳全記

録照会」及び申立人から提出された「金銭出納帳の写し」により、同社において、申立

期間も継続して事業が行われていたことが認められる。 

また、オンライン記録により、Ａ社は、昭和 63年９月24日に適用事業所でなくなっ

ている（以下「全喪」という。）ことが確認できるものの、申立人は、同社が全喪した

ことは認識しておらず、全喪した日以降も社会保険料を数回納付したとしている。 

しかし、申立人は、前述の「金銭出納帳」のほかに資料を保有しておらず、申立期間

に係る役員報酬からの厚生年金保険料の控除について不明としていることから、当該保

険料控除を確認又は推認することができない。 

また、オンライン記録により、申立人は、全喪した日に自身の健康保険被保険者証を

返納していることが確認できる上、申立人の住所地を管轄する区役所から提出された国

民健康保険の加入記録により、申立人は、全喪した日と同日に同区において国民健康保

険の被保険者資格を取得していることが確認できることから、申立人がＡ社の代表取締

役として、申立期間当時に同社の全喪について認識していなかったとは考え難い。 

さらに、Ａ社の商業・法人登記簿謄本において確認できる取締役及び監査役は申立人

を除き５人であるが、一人は既に死亡しており、ほかの４人についても申立期間の同社

の経営及び業務に関与しておらず、同社を担当していた社会保険労務士も既に死亡して

いることから、申立期間当時の同社における社会保険手続について確認することができ

  



  

ない。 

なお、申立人から提出された「金銭出納帳の写し」によると、Ａ社は、昭和 62 年 12

月分までは遅れながらも社会保険料を納付していたことがうかがえる記帳が認められる

ものの、63 年１月から同年８月までの社会保険料については、納付したことがうかが

える記帳が認められず、同社は当該期間に係る社会保険料を滞納していたものと考えら

れることから、申立人が同社の全喪した日後も数回納付したとする社会保険料は、当該

滞納保険料であったと推認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



  

東京厚生年金 事案23816（事案12338、17267、20396及び23144の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年２月14日から同年４月７日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしいと、これ

まで４回申し立てたが認められなかった。 

しかし、元厚生労働大臣は、勤務していた会社の名前、住所等何でもいいから提出

すれば、必ず調査して証拠が出れば救済しますと発言していた。会社もあり、勤務も

していたのに厚生年金保険料の控除が確認できないので訂正しないとは、第三者委員

会の人たちは何を考えているのか、目的は何なのか分からない。申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人から提出のあった日記から、期間は特定で

きないものの、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できるが、ⅰ）同社

の事業主及び工場長は既に死亡しており、厚生年金保険料の控除が確認できないこと、

ⅱ）申立人から提出された手紙の封筒からは、申立人の厚生年金保険料の控除について

確認することはできないこと、ⅲ）申立人がＢ社から一緒に転勤したと記憶していた同

僚の名字と同一の名字の従業員２名及び申立期間当時、申立人が世話になったとする者

からは、申立人のＡ社における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができないこと等の理由から、既に当委員会の決定に基づき平成22年10月６日付け

及び23年５月 11日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、３回目及び４回目の申立てに当たり、申立人は、「勤務していたことは事実で

あり、判断に納得できない。元厚生労働大臣は、働いていれば厚生年金保険の記録訂正

を認める旨を述べているが、第三者委員会は、元厚生労働大臣の言うことを聞かずに審

議しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。」と主



  

張しているが、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

当委員会の決定に基づき平成 23 年９月 28 日付け及び 24 年５月９日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「元厚生労働大臣は、勤務していた会社の名前、

住所等何でもいいから提出すれば、必ず調査して証拠が出れば救済しますと発言した。

会社もあり、勤務もしていたのに厚生年金保険料の控除が確認できないので訂正しない

とは、第三者委員会の人たちは何を考えているのか、目的は何なのか分からない。申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。」と主張しているが、申立人

の主張は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに

当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



  

東京厚生年金 事案23817 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年６月頃から63年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の記録が無い。勤務していたことは確かであり、

当時の職場の写真を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係るオンライン記録によると、申立人から提出された写真により申立人が同僚

であったとする４人のうち３人は、申立期間に同社において厚生年金保険の被保険者で

あった記録が確認でき、そのうち一人及び同社の別の従業員は、申立人を記憶している

と供述していることから、勤務期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務してい

たことはうかがえる。 

しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主は死亡し

ていることから、申立人の勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

また、Ａ社の複数の従業員は、「申立期間当時、従業員の希望により社会保険に加入

させていた。」旨供述している。 

さらに、申立人及びＡ社の複数の従業員は、申立期間当時、同社にはおおむね100人

前後の従業員が勤務していたと供述しているところ、同社に係るオンライン記録による

と、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者となっている者は最多でも 42 人であるこ

とから、同社では、全ての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったこ

とがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23818（事案2092及び10236の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年２月１日から40年１月７日まで 

Ａ事務所に勤務した期間のうち申立期間の厚生年金保険の記録が無い旨を第三者委

員会に再度申し立てたところ、同委員会から、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できないことから、記録を訂正できない

との通知を受けた。 

しかし、申立期間当時は、Ｂと名乗っており、昭和 45 年頃に初めて社会保険事務

所（当時）に本名であるＣの名前を知らせたので、Ａ事務所の被保険者名簿にＣとい

う名前が記載されていることは、当該被保険者名簿が正規原本ではなく、改ざんされ

たものである証拠である。 

また、今回、Ａ事務所の新たな顧問先の電話番号を思い出したので再度調査して、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ事務所は既に解散し、事業主も死亡しているた

め、当該事務所及び事業主に厚生年金保険の加入状況や保険料の控除について確認でき

ず、申立期間当時の被保険者４人のうち、申立人を含む３人が同時期に被保険者資格を

喪失していること、及び申立人が健康保険証を使用したとする医療機関では、健康保険

証の使用について確認できないこと等から、申立期間について厚生年金保険被保険者と

して厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できないとして、

既に当委員会の決定に基づく平成 21年５月20日付け年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

その後、申立人は新たな情報として、二女の出産時の病院名及びＡ事務所の顧問先の

電話番号を思い出したので再調査してほしいと再度申立てを行ったが、当該病院からは、

申立期間の健康保険証の使用状況について確認することができず、Ａ事務所の顧問先か



  

ら申立人の勤務期間や厚生年金保険料の控除について確認することができないことから、

平成22年６月 30日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「申立期間当時は、Ｂと名乗っており、昭和

45 年頃に初めて社会保険事務所に本名であるＣの名前を知らせたので、Ａ事務所の被

保険者名簿にＣという名前が記載されていることは、当該被保険者名簿が正規原本では

なく、改ざんされたものである証拠である。また、今回、同事務所の新たな顧問先の電

話番号を思い出したので、再度調査してほしい。」と主張している。 

このため、当委員会は、Ａ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たところ、記載内容に不合理な訂正処理が行われた形跡は見当たらず、申立人が主張す

る当該被保険者名簿の改ざんの事実は認められない。 

また、申立人が事業主となり昭和 40 年１月７日付けで厚生年金保険の適用事業所と

なっているＤ事務所に係る事業所別被保険者名簿によると、事業主名は本名のＣと記載

されていることから、申立人は、45 年以前においても、本名を使用していたことがう

かがえる。 

さらに、申立人の主張する新たな顧問先は、「申立人は、Ａ事務所でＢとして勤務し

ていたが、申立人が同事務所で厚生年金保険に加入していたか否かについては不明であ

る。」旨供述していることから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23821（事案11440及び22113の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年12月１日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、遡及して減額訂正されているので、平成 22 年と 23 年に記録の回復を第三者委員会に

申し立てたが、遡及減額訂正処理に自分が関与していたことがうかがえる等の理由により

記録の訂正は認められなかった。 

今回、新たな資料として、社会保険事務所（当時）から送付されたＡ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書を提出するが、この通知書は、記載されている

従業員数からみて偽造されたものであり、その証拠として、社会保険庁（当時）からその

当時、別途当社に届いた従業員宛ての基礎年金番号のお知らせと記載のある封筒の写しを

提出する。また、前々回及び前回通知文で、厚生年金保険からの脱退手続に自分が関与し

ていたかのように書かれていたが、手続は自身の意思でなく、社会保険労務士が勝手に行

っており、自分は関与していない。 

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

、

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る過去２回の申立てについては、申立人のＡ社における申立期間の厚生

年金保険の標準報酬月額が、遡って減額訂正処理されていることがオンライン記録から

確認できるが、ⅰ）申立人は、申立期間及び同社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った当時の代表取締役であること、ⅱ）同社に係る滞納処分票において、申立人は、標

準報酬月額を遡って減額訂正する手続に関与していたことがうかがえることなどの理由

から、平成22年８月 25日付け及び 23年12月７日付けで既に当委員会の決定に基づく

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、過去２回の審議結果に納得できないとし、新たな資料として、自身

が保有する平成８年 12月19日付けで社会保険事務所が確認した旨の印が確認できるＡ



  

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書を提出し、「同通知書は、

自分が作成・提出したものではなく、当社顧問の社会保険労務士と社会保険事務所が勝

手に作成したものである上、当該資格喪失確認通知書には、当時在籍した従業員３人の

うち二人しか記載されていないことからも明らかなように、偽造されたものである。こ

のことは、今回提出した平成９年１月に社会保険庁から当社に郵送された『基礎年金番

号のお知らせ』が同封されている従業員宛ての封筒が３人分あることからも分かるはず

である。仮に、自分が手続を行えば、３人とも記載されているはずである。」と主張し

ている。 

しかしながら、Ａ社に係る滞納処分票には、平成８年 12月19日の欄に、社長と面談

を行い、同社の全喪（被保険者全員の資格喪失）に係る届出について、従業員一人の健

康保険証の返納が無いため、当該従業員一人の被保険者資格喪失処理ができず、当該従

業員一人を除く、被保険者資格喪失届を受理した旨の記載があることから、申立人から

提出のあった同日付けの健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書において、

従業員３人のうち二人しか記載されていないのは、当然である。そして、当該滞納処分

票には、同年 12月27日の欄に、社長から、上記従業員一人は、解雇のため、健康保険

証の回収ができないとの連絡があったことから、同日に、当該健康保険証の回収不能処

理をして、当該従業員に係る被保険者資格の喪失届を受理し、全員が資格喪失すること

となったので、全喪処理した旨の記載があることから、同年12月19日に被保険者資格

の喪失処理ができなかった従業員については、同年 12月27日に資格喪失の処理が行わ

れたものと認められる。 

このため、申立人の当該資格喪失確認通知書が偽造されたものであるとの主張は当た

らない。 

また、申立人は、「当該滞納処分票に記載されている『社長』は、自分ではなく、社

会保険労務士を指しており、また、当社が厚生年金保険の適用事業所でなくなる届出や

標準報酬月額を変更する届出は、自分が行ったものではなく、社会保険労務士が勝手に

行ったもので、自分は関与していなかった。」と主張しているが、上記滞納処分票に記

載されている「社長」については、社会保険事務所が、社会保険労務士を社長と認識し

たり、滞納処分票に社長と書き間違えたりすることは考え難い上、申立人は、今回の申

立てに係る提出資料の中で、「これ以上は無理だからと数か月逆上っての脱退処理を申

請しただけで」と記載しており、自らが脱退の申請手続を行ったことを認めており、ま

た、そもそも会社の業務として行った行為の責任は代表取締役にあることから、当該手

続は、社会保険労務士が勝手に行ったので自分は関与していないという主張は認められ

ない。 

このため、本件申立てについては、当委員会の過去２回の決定を変更すべき新たな資

料及び事情は認められないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案23822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年７月30日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

の直前まで勤務していたＢ社が倒産したため、同じ建物内にあった関連会社のＡ社に

勤務することとなった。申立期間も給料は継続して支給されており、厚生年金保険料

も事業主により給与から控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に営業職として勤務し、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによれば、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所となったのは、昭和 46年10月１日であり、それ以前の申立期間当

時は、適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本では、同社は、昭和49年12月＊日に解散し

ており、また、事業主は、既に死亡しているため、同社及び事業主から、申立人の勤務

及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。そこで、申立人と同様に、

昭和 46 年７月 30 日にＢ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年 10 月

１日に、関連会社であるＡ社において被保険者資格を取得していることが確認できる５

人の従業員のうち、住所が判明した３人に照会したところ、一人から回答を得られたが、

「昔のことで、申立人の勤務及び申立期間当時の同社における社会保険の取扱いや給料

からの厚生年金保険料の控除については、覚えていない。」としている。 

さらに、上記５人の従業員のうちの一人については、当委員会の文書照会に対して回

答が得られないものの、オンライン記録では、申立期間において、国民年金に加入し、

その保険料を申請により全額免除されている記録が確認でき、同人が厚生年金保険に加

  



  

入していないことを自覚していたことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案23825（事案23355の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年５月20日から同年８月１日まで 

② 昭和 53年11月25日から54年４月30日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間

②の厚生年金保険の加入記録が無い旨、第三者委員会に申し立てたところ、申立期間

の厚生年金保険料控除が確認できる資料が無いなどの理由により、記録訂正を行うこ

とができないとの通知があった。 

しかし、勤務していたことは確かであり、保険料控除もされていたはずなので、判

断に納得できない。当時の事業主の意見書を提出するので、各申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについて、Ａ社は当時の人事記録等の資料を保管しておら

ず、元経理担当者も死亡しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除に

ついて確認できない上、同社は、入社後一定期間経過後に厚生年金保険に加入させる

取扱いであったことがうかがえることから、また、申立期間②に係る申立てについて、

Ｂ社の事業主及び複数の従業員の証言により申立人が当該期間に同社に勤務していた

ことは推認できるものの、当時の人事記録等の資料は無く、当時の経理担当者も死亡

しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない上、

同社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の資格喪失日が遡って訂正される

等の不自然な記載は見当たらないことから、平成24年６月20日付けで既に当委員会

の決定に基づく年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

２ これに対し、申立人は、再申立てに当たり、新たな資料として、「Ａ社、Ｂ社申し

立ての通り厚生年金の保険料を給与から控除していました。前職の経験を評価し、即

正社員として採用しました。」と記載されている事業主自筆の意見書を提出している。 

  



  

このため、改めて上記事業主から事情を聴いたところ、「保険料控除を確認できる

資料は無いが、申立人は申立期間に勤務していた。」旨の回答があり、申立人の申立

期間における保険料控除について確認できなかった。 

以上のことから、上記意見書は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは

認められず、このほかに新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年８月から40年８月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同店の厨房

で勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社で勤務したとする複数の元従業員の回答から、期間は特定できないものの、申立

人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は法人事業所である

が、飲食業の業種であることが確認できる上、申立人は同社において厨房で勤務してい

た旨述べていることから、同社は当時、厚生年金保険の強制適用事業所でなかったこと

がうかがえるところ、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいても、厚生年

金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 

また、上記の複数の元従業員についても、Ａ社に勤務していたとする期間の厚生年金

保険の加入記録が無いことが確認できる上、「同社は厚生年金保険には加入しておらず、

給料から厚生年金保険料を控除されることはなかった。」と述べている。 

さらに、Ａ社の事業主の兄弟で昭和 50 年まで従業員だった二人の弟についても、同

社における厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

加えて、申立人が勤務していた店舗は現存しているが、運営は別会社に変わっており、

Ａ社の事業主は連絡先が不明なため、同社における厚生年金保険の取扱いについて確認

することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 




